
 

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日 

港 湾 局 
 
 

民間事業者の物流手続を効率化するため 

「Cyber Port」と「NACCS」のシステム間直接連携に取り組みます。 
 

 

 

 

 
Cyber Port・ CONPAS ポータルサイト： https://www.cyber-port.net 

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社： https://www.naccs.jp 

 

１．「 Cyber Port」と「 NACCS」との連携機能の概要  

  Cyber Port と NACCS 間で直接データ連携ができる機能を実装すること

で、例えば物流手続と税関手続のワンストップ化が可能となるなど、双方

のシステムの利用者の利便性向上が図られます。  

連携機能の具体的な内容は以下のとおりです。  
（注） NACCS への手続・照会は、 NACCS 利用規程に従い、輸出入・港湾関連情報処理  

センター（株）により課金されます。  
 

①  Cyber Port で作成した帳票データを活用し、 Cyber Port 上で NACCS の  

手続が行えるようになります。  

 ・ Cyber Port 上で作成した帳票データを活用し、 NACCS の各種業務コード

へのデータ変換機能により、 NACCS の手続に要する入力作業を大幅に軽減

することができます。  
 

②  NACCS の照会業務を Cyber Port 上でも実施可能となります。  

 ・ Cyber Port 上で NACCS の照会業務を行うことができ、その結果確認でき

た通関手続の状況や貨物の搬入状況等について、 Cyber Port の帳票に反

映できるなど物流手続の後続業務を効率的に実施できます。  
 

２．「 Cyber Port」と「 NACCS」との連携機能の詳細  

   連携を想定する NACCS の業務コードについては、別紙を参照ください。  
 

３．その他  

連携機能の運用開始時期は 2023 年３月を目指しておりますが、世界的な

半導体不足の影響等により運用開始時期が遅れる可能性があります。  
  

【問い合わせ先】 

国土交通省 港湾局 サイバーポート推進室 中沢、小木  

     電話：03-5253-8111（内線 46642、46838）／直通：03-5253-8660  

       メールアドレス：nakazawa-y2zm@mlit.go.jp、ogi-k87f5@mlit.go.jp 

国土交通省港湾局と輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社は、民間事

業者間の物流手続を電子化する「サイバーポート（港湾物流）」（ Cyber Port）

と、行政手続等をオンラインで処理する「輸出入・港湾関連情報処理システ

ム」（ NACCS)とのシステム間直接連携について、2023 年 3 月からの連携機能

の運用開始を目指し、実装を進めてまいります。  



（別紙） 

連携対象となる NACCS の業務コード 

 

No. 業務コード名 

1 BKC ブッキング情報変更 

2 BKR ブッキング情報登録 

3 BKC11 ブッキング情報変更呼出し 

4 CYA CY 搬入確認登録 

5 BIC 搬入確認登録(輸出未通関) 

6 ECR11 輸出貨物情報登録呼出し 

7 BIF11 輸出貨物情報訂正呼出し 

8 BIF 輸出貨物情報訂正 

9 EDA 輸出申告事項登録 海上 

10 EDC 輸出申告 海上 

11 EAA 輸出許可内容変更申請事項登録 海上 

12 EDB 輸出申告事項呼出し 海上 

13 BOC 搬出確認登録(輸出許可済) 

14 BID 搬入確認登録(輸出許可済) 

15 EAC 輸出許可内容変更申請 海上 

16 EAB 輸出許可内容変更申請事項呼出し 海上 

17 BOB 搬出確認登録(貨物引取り) 

18 BIE システム外搬入確認(輸出許可済) 

19 VAN11 バンニング情報登録(コンテナ単位)呼出し 

20 VAE11 バンニング情報登録(輸出管理番号単位)呼出し 

21 VAN バンニング情報登録(コンテナ単位) 

22 VAE バンニング情報登録(輸出管理番号単位) 

23 VAC バンニング情報取消し 

24 SAI11 輸入貨物情報訂正呼出し 

25 SAI 輸入貨物情報訂正 

26 CYD01 システム外 CY 搬入確認(B/L 単位)(事前登録) 

27 SCR 簡易貨物情報登録 

28 SCR11 簡易貨物情報登録呼出し 

29 IDB 輸入申告事項呼出し 海上 

30 IDD 輸入申告変更事項呼出し 海上 

31 IDA 輸入申告事項登録 海上 

32 IDC 輸入申告 海上 



 

No. 業務コード名 

33 IDA01 輸入申告変更事項登録 海上 

34 IDE 輸入申告変更 海上 

35 MSX 申告添付登録 海上 

36 MSY 申告添付訂正呼出し 海上 

37 MSY01 申告添付訂正 海上 

38 AMA 修正申告事項登録 海上 

39 AMB 修正申告事項呼出し 海上 

40 MSB 添付ファイル登録 

41 AMC 修正申告 海上 

42 OLC 保税運送申告 

43 OLC11 保税運送申告呼出し 

44 OLA 保税運送申告事項登録 

45 OLA11 保税運送申告事項登録呼出し 

46 OLC20 保税運送申告(事項登録あり) 

47 BOA 搬出確認登録(保税運送貨物) 

48 NVC11 ハウス B/L 貨物情報登録呼出し 

49 NVC02 ハウス B/L 貨物情報登録(関連付け) 

50 BIA 搬入確認登録(保税運送貨物) 

51 NVC01 ハウス B/L 貨物情報登録(登録、訂正、削除) 

52 DOR 輸入貨物荷渡情報登録 

53 RSS11 輸入コンテナ引取予定情報通知(ID 通知)呼出し 

54 RSS12 輸入コンテナ引取予定情報選択(ID 通知)呼出し 

55 RST11 輸入コンテナ引取予定確認情報通知(ID 確認)呼出し 

56 RSS01 輸入コンテナ引取予定情報通知(ID 通知) 

57 RST01 輸入コンテナ引取予定確認情報通知(ID 確認) 

58 CYO CY 搬出確認登録 

59 ICN コンテナ情報照会 

60 IID 輸入申告等照会 海上 

61 IVK 船舶コード照会 

62 IMI 積荷目録状況照会 

63 IIE 輸出入者情報照会 海上 

64 IXX 関連省庁申告・申請状況照会 海上 

65 IEX 輸出申告等照会 海上 

66 IER 為替レート照会 海上 



 

No. 業務コード名 

67 IMS 申告添付一覧照会 

68 IVS 入出港届等照会 

69 IWS 貨物在庫状況照会 

70 ICI 船積コンテナ情報照会 

71 IAS 担保照会 

72 IDI 輸入申告等一覧照会 海上 

73 IFR フリータイム情報照会 

74 IML 出港前報告一覧照会 

75 IAR 出港前報告照会 

76 IES 輸出申告等一覧照会 海上 

77 IAL ACL 情報照会 

78 IIE01 法人番号情報照会 海上 

79 ACL01 ACL 情報登録(コンテナ船用) 

80 ACL11 ACL 情報登録呼出し 

81 ECR 輸出貨物情報登録 

82 ICG 貨物情報照会 

※2022 年 3 月時点。連携対象となる NACCS の業務コードは、今後変更が生じる可能性が

あります。 



「Cyber Port」と「NACCS」のシステム間直接連携の機能について（参考）

システム間直接連携後の利用イメージ

連携メリットの一例

NACCSの手続を行う際に、Cyber Portのシステ
ムに入力されているデータを活用した場合、代表的
な手続を例に取ると、 NACCSの手続で入力が必
要な情報項目の内、約８割の項目が自動入力
可能となるため、港湾物流事業者（海貨：海運
貨物取扱業者）の入力負荷が軽減されます。

※ 帳票・NACCS手続の例
Cyber Port：船積依頼書（S/I)
NACCS ：貨物情報登録（ECR）

Cyber Port
荷主

船積依頼書
（S/I）

海貨

【操作１】
荷主が船積依頼書（S/I）
のデータを海貨に送信

【操作２】
海貨がECR（貨物情報登録）の
情報をサイバーポート上で登録
※サイバーポート上に

S/I等からの初期値あり

ECR
貨物情報登録

NACCS

ECR（貨物情報登録）の内容
がサイバーポートからNACCSに
送信される

1
ECR入力項目

搬入予定先コード

搬入予定先名

輸出者コード

輸出者名

品名

総個数

総重量

総容積

記号番号

積出港コード

船卸港コード

・・・

２

３

N A C C Sとの連携（現状） N A C C Sとの連携（連携機能実装後）

Cyber Port NACCS

データの直接連携

インターネット

Cyber Port NACCS

NACCS連携用ファイル

のダウンロード

NACCSデータ
を出力

インターネット

NACCS連携用ファイル
のアップロード

NACCSデータ
を登録

Cyber PortとNACCSの利用者
Cyber PortとNACCSの利用者


